
大田市公告　第６５号 

入札公告 

 

下記のとおり簡易型一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）

第 167 条の 6第 1項及び大田市財務規則（平成 17年大田市規則第 44 号）第 92条の規定に基づき

公告する。 

 

令和 8年 5月 20 日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大田市長　楫　野　弘　和 

記 

 

1. 入札に付する事項 

 

2. 入札に参加する者に必要な資格（以下「競争参加資格」という。） 

令和 7・8・9年大田市建設工事等入札参加資格者名簿の「物品・役務」に登載され、かつ次に

掲げる条件を全て満足すること。 

 
事 業 名 備品購入（AR 浸水体験ゴーグル、VR 地震体験機器）事業

 物品納入場所 大田市大田町大田ロ１１１１　大田市役所

 完成期日 令和 8年 10月 9日

 最低制限価格 設けない

支払条件

前 金 払 無

 入札保証金 免除する 中間前金払 無

 契約保証金 免除する 部 分 払 無

 

契約条項

内容 物品売買契約書による

 閲覧場所 総務部総務課の閲覧所

 閲覧期間 公告の日から入札日の前日まで（休日を除く）

 
業務概要 AR 浸水体験ゴーグル（アプリ含む）2台、VR 地震体験機器（アプリ含む）2台

 登録業種 物品（製造）のその他機器類

 地理的条件 大田市内に本社（本店）または営業所（支店）を有すること

  　取扱実績 問わない

  

 

 

その他

1.地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の 4第 1項の規定に該当

しないこと 

2.公告の日から申請書提出期限の日までの間に、大田市建設工事等入札参加資格

者に対する指名停止等にかかる措置要綱（平成 17年大田市告示第 13号）の規

定による指名停止を受けていないこと 

3.大田市における市税等の未納の徴収金がないこと 

4.次の各号のいずれにも該当しないこと 

ア）破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18条又は第 19条の規定に基づく破産

の申立てがなされている者 

イ）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続の

申立てがなされている者 

ウ）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続の



 

3. 競争参加資格の確認 

(1)提出書類（様式については入札情報サービス（ＰＰＩ）からダウンロードすること） 

入札参加を希望する者は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争

参加資格確認書類を提出しなければならない。期限までに申請書を提出しない者は、本件の

入札に参加することが出来ない。 

① 競争参加資格確認申請書 

② 業態調書 

③ 大田市税等収納状況確認承諾書（法人分及び代表者個人分（共有分を含む）について必 

　要）。 

ただし、代表者個人分については、法人代表者が県外在住の場合のみ、大田市税等が 

賦課のない申出書(代表者個人用)も可。 

 

(2)提出期限　令和 8年 6月 9日（火）17：00 

 申立てがなされている者 

エ）役員等（個人、若しくは法人である場合にはその役員又はその支店若しく

は常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。

以下「暴対法」という。）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）である者 

オ）暴対法第 2条第 2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与している者 

カ）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

キ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与している者 

ク）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者 

5. 入札に参加しようとする者の間に以下の資本関係又は人的関係がないこと

（同一入札に参加する複数の者が以下の関係に該当する場合には、無効の入札

とする） 

ア）資本関係：以下のいずれかに該当する二者の場合 

ただし子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社

であると認められる場合は除く 

・ 親会社と子会社の関係にある場合 

・ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ）人的関係：以下のいずれかに該当する二者の場合 

　ただし会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社であると認め

られる場合は除く 

・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

・ 一方の会社の役員が他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

ウ）その他上記ア）、イ）と同視しうる資本関係または人的関係があると認め

られる場合



(3)提出先 

総務部総務課入札・検査係 

申請書を受け付けたときは、受付印を押した申請書の写しを交付する。 

(4)確認審査 

競争参加資格の確認審査は、開札後に、落札者を決定するために必要と認める範囲の者を

対象として行い、結果を通知する。資格審査において競争参加資格がないと認められた者に

ついては、競争参加資格審査結果通知書により通知するものとする。  

(5)競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

競争参加資格がないと認められた者は、通知をうけた翌日から7日以内（休日を除く）に書

面で理由の説明を求めることができる。説明を求めた者に対しては、書面を受け取った日の

翌日から5日以内（同）に回答する。 

 

4. 設計図書等の閲覧 

 

5. 設計図書等に関する質問 

設計図書等に関する質問のある者は、質問書により発注担当課へ提出する。 

 

6.入札の対象となる品目についての事前審査 

入札の対象となる品目について事前に審査を行うこととする。 

　　仕様書中、別紙３「入札品目内訳書」に仕様を記入し、製品カタログ等とあわせ、令和 8年 

6 月 5 日(金)１７時までに総務部　危機管理課へ提出すること。 

 

7.入札（開札）日時及び場所 

 

8.入札方法 

(1) 郵送による入札は認めない。 

 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額

を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額）をもっ

て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

(3) 再度入札は 2回までとする。 

　　（地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 2第 1項第 8号の規定により、入

札が不調の場合は随意契約することがある。） 

 (4) 代理人をもって入札する場合には委任状を持参すること。 

 (5) 入札者又はその代理人は、入札に際し、同一業務について同時に他の入札者の代理人になる

ことはできない。 

(6) 入札開始前に受付印を押した申請書の写しを提出すること。 

 閲覧期間 公告の日から入札日の前日まで

 閲覧場所 入札情報サービス（ＰＰＩ）

 提出期限 令和8年6月3日（水）17：00必着

 回　　答 令和8年6月5日（金）までに入札情報サービス（ＰＰＩ）に掲載する

 日　　時 令和8年6月10日（水）9：30～

 場　　所 大田市役所本庁舎　2階第2会議室



 (7) 入札を辞退するときは、入札執行前に辞退届を提出すること。 

（8）入札者が１者であった場合も入札は成立するものとする。 

 

9.入札の無効 

(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格の無い者の入札 

(2)虚偽の申請をした者の入札  

(3)入札に関する条件に違反した入札 

(4)明らかに不正によると認められる入札 

(5)入札執行日までの間に、大田市から指名停止を受けた者の入札 

(6)その他入札の時点において競争参加資格のない者のした入札等、通常の入札において無効と

している入札 

 

10.落札者の決定 

(1)予定価格の制限の範囲内の金額で応札をした者を対象として、落札予定者から入札価格の低

い順に競争参加資格の審査を実施し、競争参加資格を満たしている者 1者を落札者とする。た

だし、最低制限価格を設定する場合、最低制限価格を下回る入札は失格とする。 

　なお、同じ最低価格をもって入札した者が 2人以上ある場合は、くじにより順位をつけ、その

上位の者から資格確認資料を審査する。 

(2)落札者の決定は、原則として入札の翌日から起算して 2日（休日を除く）以内に行うものと

する。  

 

11.その他 

(1)落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場

合は、契約を締結しない。 

(2)入札書等の作成、提出に要する一切の費用は入札者の負担とする。  
 

12.問合せ先 

発注担当部局　総務部危機管理課　電話番号 0854-83-8009 

入札担当部局　総務部総務課　　　電話番号 0854-83-8020


